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第１ 管理運営に関する基本的事項

１．趣旨

本仕様書は、地方自治法第２４４条に規定する住民利用の基本原則である「公の施設と

して、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならず、住民が

公の施設を利用することについて、不当な差別的な取扱いをしてはならない」ことを念頭

においた管理運営を実施するために、日向市美々津軒（以下「美々津軒」という。）、日向

市美々津まちなみセンター（以下「まちなみセンター」という。）、日向市美々津まちなみ

防災センター（以下「防災センター」という。）日向市歴史民俗資料館（以下「資料館」と

いう。）の指定管理者が行う業務の内容及び管理方法について必要な事項を定めるものとす

る。

２．管理運営に関する基本的な考え方

（１）市民の歴史と文化財に対する知識と理解を深め、郷土文化の向上並びに教育及び学

術の発展に資することを目的とする設置理念に基づき、管理運営を行う。

（２）使用者及び入館者の安全確保を最優先する。

（３）魅力ある事業を実施し、地域の文化振興に努める。

（４）市民の声や使用者及び入館者の意見を管理運営に反映させ、快適な接遇を行い、サ

ービス向上を図る。

（５）広報等による情報公開の実施と個人情報保護の徹底を図る。

（６）効率的かつ弾力的な管理運営を行い、経費の削減に努める。

３．施設の概要

（１）名称 日向市美々津軒

所在地 日向市美々津町３３２８番地

敷地面積 ２１５．４６㎡

開所日 昭和６３年７月２日

主な施設内容 本館 ：木造 2階建て、瓦葺き、大壁造り
土蔵 ：木造 2階建て、瓦葺き、大壁造り
付属棟：木造平屋建て、瓦葺き、大壁造り

（２）名称 日向市美々津まちなみセンター

所在地 日向市美々津町３３３１番地

敷地面積 １６８．５９㎡

開所日 平成５年１２月２日

主な施設内容 本館 ：木造 2階建て、瓦葺き、大壁造り
土蔵 ：木造 2階建て、瓦葺き、大壁造り
付属棟：木造平屋建て、瓦葺き、真壁造り

（３）名称 日向市美々津まちなみ防災センター

所在地 日向市美々津町３２３７番地

敷地面積 １７８．５３㎡

開所日 平成９年４月６日
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主な施設内容 建物 ：木造 2階建て、瓦葺き、大壁造り
地下施設：１５t級耐震性防火水槽１基敷設

（４）名称 日向市歴史民俗資料館

所在地 日向市美々津町３２４４番地

敷地面積 ５３５．４３㎡

開所日 昭和５８年６月１日

主な施設内容 本館 ：木造２階建て、瓦葺き、大壁造り

収蔵庫棟：鉄筋コンクリート２階建て、瓦葺き、モルタル塗り

４．法令等の遵守

美々津軒、まちなみセンター、防災センター、資料館の管理にあたっては、本仕様書の

ほか、次の各号に掲げる法令を遵守しなければならない。なお、指定期間中に法令等に改

正があった場合は、改正された内容に基づき管理を行う。

（１）地方自治法及び同施行令

（２）労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法令

（３）日向市伝統的建造物群保存地区施設条例（平成５年日向市条例第２７号。以下「施

設条例」という。）及び同管理運営規則（平成５年日向市教育委員会規則第３号）、日

向市歴史民俗資料館条例（平成１８年日向市条例第６６号。以下「資料館条例」とい

う。）及び同管理運営規則（昭和５８年日向市教育委員会規則第１号）

（４）日向市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例（平成１７年日向市条

例第１９号。以下「指定手続条例」という。）及び同施行規則（平成１７年日向市規則

第１６号）

（５）日向市個人情報保護条例（平成１８年日向市条例第５７号）

（６）日向市情報セキュリティポリシー

（７）日向市財務規則（昭和４２年日向市規則第１号。以下「財務規則」という。）

（８）その他管理運営に適用される法令

５．指定期間

令和３年４月１日から令和８年３月３１日の５年間とする。

第２ 開館時間・休館日

１．開館時間

原則として施設条例第５条及び資料館条例第７条の規定による。

（１）午前９時から午後４時３０分まで。

２．休館日

原則として施設条例第６条及び資料館条例第８条の規定による。

（１）月曜日

（２）１２月２９日から翌年１月３日まで

３．開館時間及び休館日の変更

指定管理者は、特に必要があると認めるときは、日向市教育委員会（以下「教育委員会」
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という。）の承認を得て、開館時間及び休館日を変更することができる。

第３ 入館料

１．入館料

資料館の入館料は資料館条例第１２条に規定する額とする。入館者に入館許可を行う際

に納付させなければならない。

２．免除

日向市（以下「市」という。）が以下の項目に該当すると認める場合に限り、資料館の入

館料の全部又は一部を免除することができる。

（１）市が主催する事業のため使用するとき。

（２）その他特別の理由があると認めるとき。

３．還付

既納の入館料は返還しない。ただし、市が特に必要があると認める場合に限り、入館

料の全部又は一部を還付できる。

第４ 業務の範囲

１．美々津軒、まちなみセンター、防災センター

（１）美々津軒、まちなみセンター、防災センターの施設の公開及び使用の許可に関する

業務。

①使用許可申請書の受付及び許可書の交付

②使用許可の取消し、使用の禁止又は制限

③使用者への指導

④備品の管理（予約受付、貸出業務を含む）

（２）美々津軒、まちなみセンター、防災センターの施設、設備及び器具（以下「施設等」

という。）の維持管理に関する業務。

①施設等の保守点検、補修及び清掃

②施設等の警備

③植栽等の維持管理

④施設等に係る公共料金などの支払い

（３）美々津軒、まちなみセンター、防災センターの利用の促進に関する業務。

①広報活動の実施

②イベント等の誘致

③特色ある自主事業の企画及び実施

２．資料館

（１）資料館の施設の入館の許可及び入館料の徴収に関する業務

①入館料の徴収

②入館券の受付

③入館の取消し、入館の禁止又は制限

④入館者への指導
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⑤備品の管理（予約受付、貸出業務を含む）

（２）資料館の施設等の維持管理に関する業務

①施設等の保守点検、補修及び清掃

②施設等の警備

③植栽等の維持管理

④施設等に係る公共料金などの支払い

（３）資料館の利用の促進に関する業務

①広報活動の実施

②イベント等の誘致

③特色ある自主事業の企画及び実施

３．その他業務等のうち、市長権限に属する事務を除く業務

（１）業務等の処理に必要な体制の整備

（２）情報の公開及び個人情報の保護に関する措置

（３）防犯対策、防災対策等の利用者の安全の確保に関する措置

（４）事業計画書、事業報告書、業務報告書等の作成及び提出

（５）その他業務等に関する庶務、経理等の事務

４．公金徴収又は収納業務に関する業務

財務規則第５４条第１項に基づき、資料館の入館料の徴収又は収納に係る業務について

は、別途委託契約により指定管理者に委託する。なお、当該業務に係る経費は、当該施設

の指定管理料に含むものとする。

５．業務の全部又は主要な部分の委託の禁止

指定管理者は、本管理運営業務の全部又は主要な部分を第三者に請け負わせ、又は委託

してはならない。

ただし、施設の保守点検、清掃等の維持管理及び警備など一部の業務については、事前

に教育委員会の承諾を得た場合はこの限りではない。この一部の業務を第三者に実施させ

る場合は、すべて指定管理者の責任と費用において行うものとし、指定管理者が使用する

第三者の責めにより生じた損害については、すべて指定管理者の責めに帰すべき事由によ

り生じた損害とみなして、指定管理者が負担するものとする。

なお、個々の業務について第三者に再委託を行う場合には、当該業務について当該再委

託先が、それぞれ業務を実施するために必要な官公署の免許、許可、認定等を受けている

こと。

第５ 使用・入館の許可及び入館料の徴収に関する業務の基準

指定管理者は、業務等の実施に当たって、郷土の歴史、民俗、文化財等の知識を広く普

及する施設としての性格を十分認識し、使用者及び入館者にとって快適な環境づくり及び

利用促進を目指すとともに、施設等の日常又は定期的な保守業務及び点検業務を行うこと

により最良の状態を維持し、使用者及び入館者の安全確保に努めること。

１．使用・入館の許可等
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（１）使用・入館の受付

指定管理者は、美々津軒、まちなみセンター、防災センターを使用しようとする者か

ら使用許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときに使用

許可証を交付すること。

また、資料館への入館許可をする際は、入館者から条例で規定された入館料を徴収し、

入館券の発行及びもぎりを行い、入館を受付け、適宜案内を行うこと。

（２）使用・入館の制限

施設条例第９条及び資料館条例第１１条各号のいずれかに該当すると認めるとき、又

は管理運営上やむを得ない理由があるときは、指定管理者は、施設の使用及び入館許可

を取消し退去を求めることができる。

また、天災その他の事情により施設等の使用が危険であると認める場合は、速やかに

その使用を禁止し、又は制限すること。

（３）施設の目的外使用

指定管理者は、原則として、施設条例第４条及び資料館条例第６条に規定する指定管

理者業務を遂行するためにのみ施設を使用することとする。

なお、指定管理者及び指定管理者以外の団体の施設の目的外使用許可については、教

育委員会が行うこととする。

２．備品の管理

（１）教育委員会は、本仕様書別紙に記載する備品（以下「市有備品」という。）を、指

定管理者に無償で使用させることとする。

（２）指定管理者は、その所有に係る備品を備え付けようとする場合は、あらかじめ教育

委員会に報告すること。指定管理者に帰属する備品については、市有備品と明確に区

別して管理すること。

（３）指定管理者は、市有備品を、善良なる管理者の注意をもって、適正に管理するもの

とする。

（４）市有備品が経年劣化等により本業務の実施の用に供することができなくなった場合

は、その取扱いについて教育委員会と協議すること。

第６ 維持管理に関する業務の基準

指定管理者は、施設等の機能と環境を良好に維持し、サービス提供が常に円滑に行われ

るように、施設等の日常点検、保守及び法定の環境測定等の保守管理業務を行うこと。

１．施設保守管理業務

（１）指定管理者は、施設等を適切に運営するために、日常的に施設等の点検を行い、現

在の状態を維持し、かつ、美観を維持すること。

（２）指定管理者は、施設等を安全かつ安心して利用できるよう施設等の保全に努めると

ともに、建築物等の不具合を発見した際には、速やかにその改善が図られるよう適切

に対処すること。

２．保守点検業務
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指定管理者は、施設等の安全の確保及び適切な管理運営のために、次に掲げる保守点検

等の必要な処置を講じること。

（１）施設等の法定点検のほか、初期性能及び機能の保持のための外観点検、機能点検、

機器動作特性試験、整備業務等を行うこと。

（２）故障等が発生した場合や短期間のうちに故障が発生すると見込まれる場合は、速や

かにその改善が図られるよう適切に対処すること。

（３）展示保守点検については、教育委員会と事前に協議を行い、その指導の下で実施す

ること。

３．清掃業務

（１）施設内の床、壁、窓ガラス、照明器具、便所、流し台等を適切な方法で清掃し、清

潔に保つとともに詰まり等には迅速に対処すること。

（２）施設外は拾い清掃や掃き清掃を適宜組み合わせ、敷地内をきれいな状態に保つこと。

ごみは分別を行い、所定の箇所へ集積し、散乱を防止すること。

４．警備業務

（１）施設の防犯、防火及び防災に万全を期し、使用者及び入館者が安心して使用できる

環境を確保した警備業務を実施するとともに、防火管理者を配置すること。

（２）機械警備機器により、盗難、破壊等の犯罪及び火災等の災害の発生を警戒・防止し、

施設等の保護及び使用者及び入館者の安全を確保すること。休館日及び従業員の勤務

時間外（午後５時から翌日午前８時３０分）は毎日、機械警備による警備を行うこと。

５．植栽管理業務

（１）植栽樹木等の維持管理にあたっては、美観又は衛生な状態を良好に保つため、施肥

や薬剤散布、除草、かん水、刈込み、剪定等の必要な処置を講じること。

（２）作業後は、剪定後の樹木や草などについて、遅滞なく撤去すること。

６．公共料金等の支払業務

指定管理者は、施設の電気、ガス、水道、電話料金等の公共料金を遅滞なく支払うこと。

第７ 利用促進に関する業務の基準

指定管理者は、施設の効用を最大限発揮するため、利用促進に努めることとする。

１．宣伝広報業務

指定管理者は、教育委員会と協議しながら、必要な媒体の作成、配布等を行い、施設の

ＰＲを行うこと。なお、情報発信にあたっては、情報の正確性を確保するとともに、市の

信用失墜を招くような表現を用いることはしないこと。

２．誘致活動

指定管理者は、学校、企業、各種団体等への誘致活動の実施により、施設の利用促進を

図ること。

３．自主事業

指定管理者は、施設の設置目的を効果的に達成し、施設の利用拡大等を図るために、自

主事業を実施できる。なお、自主事業の実施にあたっては、以下の点に留意すること。
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（１）自主事業計画書に掲載していない自主事業を実施する場合は、あらかじめ教育委員

会と協議すること。

（２）自主事業が本来業務（指定管理業務）に支障を与えていると判断される場合、教育

委員会は自主事業の改善又は中止を命ずる場合がある。

（３）自主事業に要する経費は、教育委員会が負担する施設管理に関する経費には含まれ

ない。よって自主事業の収入は指定管理者が収受することとする。

（４）自主事業の開催にあたっては、不慮の事故等を想定した対策を立てておくこと。

第８ その他の業務の基準

１．組織体制及び人員配置等

（１）配置人員等

ア）指定管理者は、業務に従事させる従業員（以下「従業員」という。）の雇用のほか、

管理運営業務を実施するために必要な業務執行体制を確保すること。

イ）休憩や案内等のため、長時間にわたり受付に従業員が一人もいない状況にならない

ように配慮すること。

ウ）指定管理者は、業務等を開始する前までに従業員名簿を提出しなければならない。

また、従業員の異動が生じた場合は、速やかに提出すること。

エ）指定管理者は、業務等の実施に関連して生じた従業員の災害について、すべての責

任をもつこととし、理由のいかんを問わず、教育委員会は何らの責任を負わないもの

とする。

（２）研修

指定管理者は、従業員の資質の向上を図るため、業務等に必要な研修を実施するとと

もに、施設の管理運営に必要な知識と技術の習得に努めること。

特に、防犯対策、防災対策等の使用者及び入館者の安全確保については、十分に従業

員を指導し、及び訓練しなければならない。

２．文書の管理及び保存

指定管理者は、指定期間中、業務等のために取得し、又は作成した文書について日向市文書取

扱規定（平成１９年日向市訓令第３３号）の例により整理し、保存しておかなければならない。

３．情報の公開

指定管理者は、日向市情報公開条例（平成１２年日向市条例第４６号）の趣旨に基づき、業務

等の実施に関して保有する情報の公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めなければなら

ない。

４．個人情報の保護及び守秘義務

（１）指定管理者は、日向市個人情報保護条例（平成１８年日向市条例第５７号）第１７

条の規定に基づき、業務等の実施に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損

の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

（２）指定管理者及びその従業員は、業務等の実施において知り得た教育委員会の行政上

の事項及び業務等の実施に関する事項を第三者に漏らし、又は他の目的に使用しては
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ならない。また、指定の終了後も同様とする。

５．防犯・防災対策

（１）指定管理者は、施設又は使用者及び入館者等の被災に対する第一次的責任を有し、

自然災害、人為災害、火災、不審者、侵入者、事故等（以下「災害等」という。）の発

生時には使用者及び入館者の安全確保を第一に迅速かつ適切に対応すること。

（２）指定管理者は、災害等のあらゆる非常事態に備え、あらかじめ危機管理マニュアル

等を作成し、従業員に対し指導及び研修を行う等の必要な措置を講じること。また、

休日・夜間等緊急時の関係機関を含めた連絡体制を確立すること。

（３）施設内の安全管理及び防犯のため定期的に巡回を行い、無人となる時間帯は機械警

備による対策を講じ、トラブルが発生した場合、教育委員会及び関係機関に速やかに

連絡すること。

（４）指定管理者は、災害等の非常事態に対応するため、消防法等の関係法令に基づく訓

練や緊急事態を想定しての対応訓練を行うこと。

６．事業計画書の作成

指定管理者は、毎年度２月末までに次年度の事業計画書を作成し、教育委員会に提出

すること。

７．事業報告等

（１）年次報告

指定管理者は、指定手続条例第９条の規定に基づき、毎年度終了後３０日以内に、業

務に関する記録等に基づき整理を行い、管理運営業務に関し事業報告書を作成し、教育

委員会に提出すること。

（２）月次報告

指定管理者は、毎月業務報告書を作成し、翌月１５日までに教育委員会に提出するこ

と。

（３）即時報告

指定管理者は、業務等の実施に関連して事故（人身事故、施設等の破損事故等をいう。）

や災害等の緊急事態が発生したときは、必要な措置を講じるとともに、直ちに教育委員

会に報告すること。その処理方法について教育委員会と協議するとともに、教育委員会

及び関係機関と協力して原因調査にあたらなければならない。

また、指定管理者の実態として事業継続が困難となった場合又はその恐れが生じた場

合は、直ちに教育委員会に報告すること。

８．指定期間終了後の引継ぎ業務

（１）指定管理者は、指定期間が満了したとき、又は指定期間満了前に指定の取消しが行

われたときは、次期指定管理者が円滑かつ支障なく業務を遂行できるよう、引継ぎを

行うこと。

（２）引継ぎにあたっては、引継ぎ内容が不十分であることを原因とした事故等を防止す

るため、危険注意箇所等について十分に確認を行うとともに、施設の使用予約に関す

る情報等、施設の管理運営に必要な情報を遅滞なく次期指定管理者へ提供するなど、
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引継ぎに遺漏のないよう十分留意すること。

（３）引継ぎにかかる費用は現在及び次期指定管理者の負担とする。

９．業務等の実施に必要な経費

指定管理者は、業務等の実施に必要な経費（以下、「管理運営経費」という。）を教育

委員会の指定管理料及び自主事業の収入によって賄うものとする。入館料は、教育委員

会の歳入として取扱う。

なお、指定管理料の金額は、指定管理者が応募に際し、収支計画書に記載した管理運

営経費の額を基本として、毎年度、教育委員会と指定管理者が協議し、年度協定書で定

める。

１０．損害賠償保険への加入

本市が加入している「全国市長会市民総合賠償補償保険」の平成２３年度制度改正に

より、すべての指定管理者を当該保険の被保険者としてみなすことができるようになっ

ている。ただし、指定管理者の賠償すべき額が当該保険の支払限度額を超える場合は、

指定管理者の自己負担となる。また、支払限度額の範囲内であっても、事案により、指

定管理者に自己負担が生じる場合もある。さらに、施設内で指定管理者が独自の事業を

運営する場合、その運営上もたらされる賠償責任は、当該保険の対象外となるため、指

定管理者が必要と判断する場合は自己の負担により保険に加入すること。

１１．リスク及び責任の分担

施設の管理運営に関する基本的なリスクの分担に対する考え方は、次のとおりとする。

指定管理者は、これらに基づく自らのリスクに対して、適切な範囲で保険等に加入するこ

と。

番号 種 類 リスク・責任の内容
負 担 者

指定管理者 教育委員会

１ 資金調達 管理運営に必要な資金確保 〇

２ 法令・税制等の変更 管理運営に影響を及ぼす変更 協 議 事 項

３ 物価・金利変動 収支計画に多大な影響を与えるもの 協 議 事 項

(参考) 本市が現在加入している損害賠償補償保険の限度額及び適用

賠償責任保険 身体賠償 1名につき 1億 5,000 万円

1事故につき 15 億円

財物賠償 1事故につき 2,000 万円

個人情報漏えいによる損害賠償 2億円

個人情報漏えいによる対応費用 1,000 万円

補償保険 死亡補償保険金 400 万円

後遺障害補償保険 400 万円

入院補償 1日から適用

通院補償 1日から適用
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※不可抗力：暴風、暴雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、戦乱、内乱、テロ、侵略、暴動等

１２．経理

指定管理者は、業務等の実施に関して、本業務に固有の口座及び会計を設け、経理を明確にし

なければならない。

１３．監査

指定管理者は、日向市監査委員が教育委員会の事務を監査するに当たって、指定管理者に対し

て帳簿書類その他記録の提出を求めたときには、これに応じなければならない。

１４．各種調査

指定管理者は、当該施設に係る各種調査や報告については、速やかに対応すること。

１５．環境への配慮

（１）指定管理者は、日向市環境基本条例の基本理念を尊重し、CO2排出量削減をはじめ、省
エネルギーに努めるとともに、廃棄物の発生を抑制し、環境に配慮した指定管理業務を実施

すること。

（２）廃棄物の処理は関係法令に基づき、適正に処理すること。

１６．その他

上記以外のもの 〇

４ 施設等の破損
管理上の瑕疵に係る場合 〇

上記以外の場合 協 議 事 項

５ 施設内の物品管理 備品等の管理 〇

６ 施設等の補修、修繕
大規模又は資産価値の向上等に係る場合 〇

上記以外のもの 協 議 事 項

７ 苦情への対応
本市の責めに帰する場合 〇

上記以外の場合 〇

８ 事故への対応
事故の原因調査 〇 〇

上記以外 〇

９ 損害賠償責任

施設に瑕疵がある場合 〇

指定管理者に帰責事由があるもの 〇

上記以外の場合 協 議 事 項

１０ 管理運営内容の変更
本市の施策による期間中の変更 〇

指定管理者の発案による変更 協 議 事 項

１１ 需要変動
大規模な外的要因による変動 協 議 事 項

上記以外のもの 〇

１２ 災害による施設の復旧 〇

１３ 施設等に係る火災保険の加入 〇

１４ ※不可抗力に伴う管理運営の中断等 協 議 事 項

１５ 指定管理者の警備不備による情報の漏洩、犯罪発生等 〇
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教育委員会は、施設等を、災害の発生その他特別の事情がある場合に優先的に使用することが

できる。また、指定管理者はこれに協力しなければならない。

第９ 指定管理業務を実施するにあたっての遵守事項

１．禁止事項

（１）敷地内は原則として火気厳禁とする。なお、冬期における暖房用器具の使用は教育

委員会と協議の上、所定の場所でのみ認めることとする。

（２）敷地内は全面禁煙（加熱式たばこも含む）とする。

（３）敷地内は飲酒厳禁とする。

（４）美々津軒、まちなみセンター、資料館は伝統的建造物（特定物件）であり、また防

災センターは修景物件であるため、現状変更には教育委員会の許可を得なければなら

ず、教育委員会の許可なく改修や工作物の敷設等をしないこと。

２．その他遵守事項

（１）敷地内での事故の予防対策や発生時の対処、災害等緊急時の利用者の避難、誘導、

安全確保、必要な通報等について対応計画（安全管理マニュアル等）を作成し、事故

の未然防止に万全を期すとともに、緊急事態の発生時には的確に対応すること。

（２）敷地内での飲食は、教育委員会と協議の上、指定管理者の従業員が休憩時に所定の

場所でのみ行うことに限り認めることとする。なお、指定管理者が自主事業として飲

食の提供を伴う事業を行う場合は、事前に教育委員会と協議の上、実施の可否等を決

定すること。

（３）建物、展示・収蔵資料は貴重な文化財であり、防犯・防災に努め、き損等ないよう

慎重に取り扱うこと。

（４）公共施設であることを念頭におき、公平な運営を行うこととし、特定の団体等に有

利あるいは不利になる運営をしないこと。

（５）常に気象情報に留意し、風雨対策等について迅速に対応すること。

第１０ モニタリングの実施

指定管理者は、「日向市指定管理者導入施設モニタリング指針」に基づいて、管理運営状

況を的確に点検、評価し、市民サービスの向上に努めなければならない。

１．教育委員会によるモニタリングの実施

教育委員会は、施設等の適正な管理を確保するため、指定管理者の管理運営状況につ

いて、指定管理者が提出する事業報告書や自己評価に係る書類等について点検・確認を

行うとともに、実地調査等によりモニタリングを実施する。

モニタリングの結果、指定管理者の管理状況が仕様書や事業計画書等に記載された水

準に達していないと認められる場合は、指定管理者に対して業務の改善を指示する。指

定管理者はこの指示に従わなければならない。

２．指定管理者によるモニタリングの実施

指定管理者は、毎年度アンケート調査を実施し、使用者及び入館者のニーズを把握す
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るとともに調査結果を分析し、以降の施設運営に反映させるものとする。

また、指定管理者は、管理運営業務が仕様書や事業計画書等に沿って適正に遂行され

ているかどうかについて自己評価を行い、その結果を教育委員会に提出する。

３．管理運営状況の評価と公表

教育委員会は、定期的に指定管理者の管理状況に対する評価を行い、その結果を公表

する。

４．モニタリング指針

その他モニタリングについての詳細な内容については、本市が策定する「日向市指定

管理者制度導入施設モニタリング指針」に基づき実施する。
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別表１

日向市美々津軒 主な維持管理業務の一覧

日向市美々津軒 備品一覧

№ 品 名 数 量 備 考

１ のれん １

２ 座机 １

３ 和机（座卓） １５

４ 書斎机 １

５ 肘掛椅子 １

６ 書棚 ２

７ 食器棚 １

８ 回転ホワイトボード １

９ テレビ １

10 ビデオ １

11 電気スタンド １

12 粉末消火器 ３

契 約 名 内 容 実 施 回 数

警備業務 機械警備業務
休館日及び午後５時から翌

日午前８時３０分まで毎日

消防設備点検業務
火災報知器、消火器等の設備

保守点検

年２回

庭園管理業務 植栽の管理業務 年３回

清掃業務 施設内、施設周辺の清掃 日常

廃棄物収集・処分業務 施設で発生したごみの処理 適宜
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別表２

日向市美々津まちなみセンター 主な維持管理業務の一覧

日向市美々津まちなみセンター 備品一覧

№ 品 名 数 量 備 考

１ のれん １

２ 座机 １ レジスター台

３ 和机（座卓） １０

４ 食器棚 １

５ 置台 １ 食器棚置台

６ 湯沸器 １

７ 粉末消火器 ３

契 約 名 内 容 実 施 回 数

警備業務 機械警備業務
休館日及び午後５時から翌

日午前８時３０分まで毎日

消防設備点検業務
火災報知器、消火器等の設備

保守点検

年２回

庭園管理業務 植栽の管理業務 年３回

浄化槽清掃業務 浄化槽の清掃業務 年１回

浄化槽維持管理業務 浄化槽の維持管理 年６回

浄化槽法定検査 法定検査 年１回

清掃業務 施設内、施設周辺の清掃 日常

廃棄物収集・処分業務 施設で発生したごみの処理 適宜
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別表３

日向市美々津まちなみ防災センター 主な維持管理業務の一覧

日向市美々津まちなみ防災センター 備品一覧

№ 品 名 数 量 備 考

１ 回転ホワイトボード １

２ 座卓 ４

３ キッチンケース １

４ 粉末消火器 ２

契 約 名 内 容 実 施 回 数

浄化槽清掃業務 浄化槽の清掃業務 年１回

浄化槽維持管理業務 浄化槽の維持管理 年６回

浄化槽法定検査 法定検査 年１回

清掃業務 施設内、施設周辺の清掃 月２回

廃棄物収集・処分業務 施設で発生したごみの処理 適宜
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別表４

日向市歴史民俗資料館 主な維持管理業務の一覧

日向市歴史民俗資料館 備品一覧

本館

№ 品 名 数 量 備 考

１ ストーブ １

２ カウンター １ 受付用

３ 手提金庫 １

４ レジスター １

５ 片袖机（事務机） １

６ 美々津橋模型 １

７ 案内板 １ 入口案内板

８ 粉末消火器 ４

９ テレビ １ ２階

10 ビデオ １ ２階

11 額（野口雨情） １ ２階

契 約 名 内 容 実 施 回 数

警備業務 機械警備業務
休館日及び午後５時から翌

日午前８時３０分まで毎日

消防設備点検業務
火災報知器、消火器等の設備

保守点検

年２回

庭園管理業務 植栽の管理業務 年３回

浄化槽清掃業務 浄化槽の清掃業務 年１回

浄化槽維持管理業務 浄化槽の維持管理 年６回

浄化槽法定検査 法定検査 年１回

清掃業務 施設内、施設周辺の清掃 日常

廃棄物収集・処分業務 施設で発生したごみの処理 適宜
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収蔵庫棟

№ 品 名 数 量 備 考

１ 案内板 ２ 千石船、おきよ丸

２ 展示台（立見ケース） １

３ 展示台（平面ケース） １

４ 陳列台 ４

５ ショーケース ４

６ 収蔵庫棚 ２

７ 耳川合戦屏風絵写真（パネル） １

８ 額（ステンレス） ２

９ 粉末消火器 ２

10 棚（スチール） ７ ２階


